
３.（３）⑤ 退院時共同指導の指導内容の提供方法の柔軟化

概要

○ 退院時共同指導加算について、指導内容を文書以外の方法で提供することを可能とする。 【告示改正】

【訪問看護★、定期巡回・随時対応型訪問介護看護】

算定要件等

＜現行＞
病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療 院

に入院中又は入所中の者が退院又は退所するに当たり、
指定訪問看護ステーションの看護師等（准看護師を除
く。）が、退院時共同指導（当該者又はその看護に当
たっている者に対して、病院、診療所、介護老人保健
施設又は介護医療院の主治の医師その他の従業者と共
同し、在宅での療養上必要な指導を行い、その内容を
文書により提供することをいう。）を行った後に、当
該者の退院又は退所後に当該者に対する初回の指定訪
問看護を行った場合に、退院時共同指導加算として、
当該退院又は退所につき１回（特別な管理を必要とす
る利用者については、２回）に限り、所定単位数を加
算する。

ただし、初回加算を算定する場合には、退院時共同
指導加算は算定しない。

＜改定後＞
病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に

入院中又は入所中の者が退院又は退所する に当たり、
指定訪問看護ステーションの看護師等（准看護師を除
く。）が、退院時共同指導（当該者又はその看護に当
たっている者に対して、病院、診療所、介護老人保健
施設又は介護医療院の主治の医師その他の従業者と共
同し、在宅での療養上必要な指導を行い、その内容を
提供することをいう。）を行った後に、当該者の退院
又は退所後に当該者に対する初回の指定訪問看護を
行った場合に、退院時共同指導加算として、当該退院
又は退所につき１回（特別な管理を必要とする利用者
については、２回）に限り、所定単位数を加算する。

ただし、初回加算を算定する場合には、退院時 共
同指導加算は算定しない。
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